
 

 

 

 

公告第 866 号 

 

 

任意継続被保険者の標準報酬に関する件 

 

 

  令和６年４月１日より翌年３月３１日の間、健康保険法第４７条の規程による 

標準報酬月額は４４０，０００円（令和５年９月３０日現在、全組合員平均標準報酬月額 

４４０，９６２円）であることを公示します。 

 

以上 

 

 

 

令和５年１１月１日 

 

 

ダイセル健康保険組合 

理事長   元坂 道郎 

 


